
様式第１２号様式（第７、第１４、第１５関係） 

保育運営基準及び保育所入所申込世帯状況調書（母親の状況） 

＊保育所保育の実施運営基準は次のとおりとし、保育指数の多い順から入所の優先順位を付するものとする。 

（注意）１ 入所申込児童の母親の状況により該当する基本基準の基準指数を決定し、〇を付けること。 

２ 市長が認める前各号に類する状態にある場合は、基準指数から２を引くこと。だだし、就職活動中等の場合の基準指数は０とする。 

３ 次に調整基準の類型すべてについて該当する調整指数を決定する。 

４ ２の基本基準指数に３の調整基準指数を加えて保育指数を決定する。この場合において基準指数が０の場合はいかなる調整指数を加えてもその保育指数は０とす

るものとし、保育指数は負の数にならないものとする。 

１ 基本基準 

保  育  基  準 児童の母親の状況（同居の親族その他のものが児童の保育に当たれない場合） 

番号 類型 細              目 適              用 

基準

指数

常   雇   用 常時雇用されている者 ８ 

８時間以上 ７ 

６時間以上 ６ 

４時間以上 ５ 

事業所等勤務 
臨時・パート 

４時間未満

常雇用以外の者 

０ 

２０日以上 ８ 
主たる従事者 

２０日未満
自営業の主たる従事者 

７ 

８時間以上 ７ 

６時間以上 ５ 

４時間以上 ４ 

１ 居宅外労働 

自 営 業 

家族従事者 

４時間未満

自営業の家族で主たる従事者に協力して事業に従事している者 

０ 

２０日以上 ８ 
主たる従事者 

２０日未満
自営業の主たる従事者 

７ 

８時間以上 ６ 

６時間以上 ５ 

４時間以上 ４ 

自 営 業 

家族従事者 

４時間未満

自営業の家族で主たる従事者に協力して事業に従事している者 

０ 

８時間以上 ６ 

６時間以上 ５ 

４時間以上 ４ 

２ 居宅内労働 

内         職 

４時間未満

家計補助を目的として家庭で賃仕事に従事している 

０ 

３ 母のない家庭 母 の 不 在 死亡、拘禁、行方不明等による母の不在 １０

母 親 の 出 産 産前２か月から産後３か月までの者 ８ 

入       院 おおむね１か月以上入院している者 １０

常 時 臥 床 おおむね１か月以上常時臥床している者 ９ 

精神・結核 ６か月以上の加療安静が必要なもの ９ 
母親の疾病 

自宅療養 

一 般 療 養 １か月以上の加療安静が必要なもの ６ 

身障手帳１、２級 ８ 

身 障 手 帳 ３ 級 ７ 

４ 母親の疾病等 

身 障 者 

身 障 手 帳 ４ 級 

身体障害者手帳所持者 

６ 

入 院 付 添 い おおむね１か月以上付添っている者 ８ 

重 度 身 障 者 の 介 護 同居の重度障害者の介護を行っている者 ８ 

寝 た き り 老 人 の 介 護 同居の寝たきり老人の介護を行っている者 ８ 
５ 疾病の介護 

そ の 他 の 者 の 介 護 同居の居宅内長期療養者の介護を行っている者 ６ 

６ 家庭の災害 家 庭 の 災 害 災害の復旧にあたる場合 １０

  

 
Ａ 基準指数の合計 

 

２ 調整基準   （Ａが０の場合Ｂを加算しないこと） 

◎調整基準に定める危険業種は、次のとおりとする。 

①熱加工処理業種（金属切削加工、天プラ惣菜製造業、豆腐製造販売、飲食店、クリーニング業等） 

②毒物処理業種（毒劇物取扱業、有機溶材使用業、汚物・屑物取扱業） 

③危険器具類使用業者（印刷、製本プレス、縫製業種、理美容、畳屋、運送業、精肉販売、魚商、刃物針裁断機、高圧電気器具使用） 

調  整  基  準 調   整   基   準   の   状   況 

番号 類    型 細             目 適              用 

調整

指数

母 子 家 庭 父の死亡、離別、行方不明等の父の不在 ＋２

父 子 家 庭 母の死亡、離別、行方不明等の母の不在 ＋２

生 活 保 護 家 庭 生活保護法による被保護世帯 ＋１

２人以下 ＋１
保育所入所児童数 

３人以上 
兄弟姉妹が既に保育所に入所している場合 

＋２

一級受給 ＋２

１ 世帯の状況 

特別児童扶養手当 
二級受給 

特別児童扶養手当を受給している児童がいる場合 
＋１

５ ５ 歳 未 満 の 者 が い る 場 合 －６
２ 

無職同居親族 

の 状 況 ５５歳以上６５歳未満の者がいる場合 

無職で在宅の祖父母及びその他の者がいる場合（障害者等児童の介護ができない者を除

く） －１

３ 
同居内労働 

の 状 況 
危 険 業 種 

熱加工処理業種、有毒物処理業種、危険器具類使用業種等居宅内労働の業態が危険な業

種である場合 
＋１

  

Ｂ 基準指数の合計  

 

 

 

 

入所申込者（保護者）                                                                         
  

保育指数（Ａ＋Ｂ） 入所申込基準番号 


